
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 指定難病医療費助成制度とは 

  この制度は、原因不明で治療方法が確立しておらず、生活面で長期にわたり支障のある指定難病 

について、原因の究明、治療方法等の研究を行うとともに、医療費の軽減をはかる制度です。認定にな

ると「指定難病医療費受給者証」が発行されます。対象疾病は 348 疾病（令和８年４月現在）です。 

２ 申請に必要な書類 等   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 保険証の種別によって、提出する保険証と所得額課税額証明書の対象者が変わります。（表１参照）   

※３ 市民税が非課税世帯で、本人が障害年金、遺族年金等を受給している場合は、収入合計金額を証明する 

      公的な書類（振込通知書・改定通知書の写し等）を提出してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

必 要 書 類 等 
全 

員 
該当者 

1 指定難病医療費支給認定/登録者証※１申請書（第 1 号様式） ○  

2 臨床調査個人票（各疾病別の様式） ○  

3 世帯全員の住民票 【マイナンバーが記載されているもの】 ○  

4 
医療保険証の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」 ※２ 

マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し 
○  

5 

市民税県民税所得額課税額証明書 ※２ 

【必要年度】申請日が４月１日～６月３０日まで…前年度分 

       申請日が７月１日～３月３１日まで…申請する年度分 

○  

6 同意書 …本人または家族等が記入 ○  

7 

申請者の障害年金、遺族年金、寡婦年金、特別障害給付金、特別児童扶養

手当等の収入を証明する書類 ※３ 

【必要年】申請日が１月１日～６月３０日まで…前々年分 

申請日が７月１日～１２月３１日まで…前年分 

 ○ 

8 
同一世帯内に指定難病医療費受給者証を持っている方 または 

  小児慢性特定疾病受給者証を持っている方の受給者証の写し 
 ○ 

9 生活保護受給証明書（生活保護を受給している方のみ）  ○ 

10 印鑑 ○  

11 指定難病に係る医療等の領収書(コピー可)、医療費申告書  〇 

指定難病医療費支給認定申請、病気に関する相談等を受け付けております。 
＜お問い合わせ先＞ いわき市保健所 地域保健課 保健指導係 

住所 〒９７３－８４０８ いわき市内郷高坂町四方木田１９１番地 

             （いわき市総合保健福祉センター内） 

電話 ０２４６－２７－８５９４  FAX ０２４６－２７－８６０７ 

☆ 指定難病患者等 見舞金 制度 

■該当となる方 毎年８月１日現在、いわき市に引き続き６か月以上居住している、かつ指定難

病医療費受給者証をお持ちの方 

■申請期間   毎年８月１日から翌年３月末日まで（年度に１回。期間や年度を越えての申請は不可。） 

■申請窓口   各地区保健福祉センター、各支所（遠野、好間、三和、田人、川前、久之浜・大久） 

■必要書類等  ① 指定難病医療費受給者証（※8 月 1 日現在で有効期間があるもの） 

  ② 受給者（受給者が未成年の場合は保護者のもの）の預金通帳の写し 

（表１）必要書類の 4.および 5.の提出対象者 

 

 
はじめて「指定難病医療費助成制度」を申請される方へ 

               提出書類 

保険種別 

提出書類の対象者 

医療保険の資格情報の写し 市民税所得額課税額証明書 

国民健康保険（いわき市国保、退職国保、 

各種国民健康保険組合等） 

国保に加入している方 

全員分 

国保に加入している方 

全員分（中学生以下は不要） 

後期高齢者医療制度 同じ住民票上で後期高齢に加入している方全員分 

被用者保険（社会保険等） 

・全国健康保険協会 

・健康保険組合 

・共済組合   等 

患者が 

被保険者本人 
患者本人分のみ 患者本人分のみ 

患者が家族 

（被扶養者） 
被保険者及び患者分 

被保険者分 
※被保険者が非課税の場合は、 

被保険者及び患者本人分 

 

☆ 障がい福祉サービス 

身体障害者手帳をお持ちでなくても、手続きを経て必要と認められた場合、障がい福祉サービ

ス等を利用することができます。※介護保険制度の該当になられる方は、介護保険サービスが優先されます。     

■サービス内容 ○ 障がい福祉サービス（ホームヘルプサービス、ショートステイなど） 

○ 補装具（車椅子、電動車椅子、歩行器などの購入費、修理費の支給）等 

○ 日常生活用具（特殊寝台、電気式痰吸引器、パルスオキシメーターなど） 

■受付窓口   詳しくは、お住まいの各地区保健福祉センターまでお問い合わせください。 

８ 患者会のご案内 

７ その他の利用できる制度について 

下記以外にも、全国的に活動している患者・家族会があります。 

 

名称 対象疾病 代表者名 連絡先 

いわきベーチェット病 
患者家族会（ひまわり会） 

ベーチェット病 髙橋 由紀雄 
電話・ＦＡＸ 

２７－６５８０ 

全国膠原病友の会 
福島県支部 

全身性エリテマトーデス 

皮膚筋炎・多発性筋炎 

悪性関節リウマチ 

混合性結合組織病  など 

支部長 
渡邊 善広 

電話・ＦＡＸ 

０２４－９５３－３０１３ 
（事務局：高橋方） 

日本ＡＬＳ協会 
福島県支部 

筋萎縮性側索硬化症 
支部長 
渡辺 貞雄 

電話６８－８９２５ 
（事務局：いわき自立生活セン

ター内 長谷川秀雄） 

全国パーキンソン病友の会 
福島県支部 

パーキンソン病 
支部長 
飯沼 照雄 

電話 

０９０－５５９６－６９８９ 

いわき元輝会
げんきかい

 パーキンソン病 根本 積 
電話 

０９０－８６１７－０８０４ 

福島県網膜色素変性症協会 
（ＪＲＰＳ福島） 

網膜色素変性症 
患者及び家族 

会長 
針生 由美子 

電話 

 ０９０－１３７８－６７３４ 

いわきＯＳＬ（後縦靭帯骨
化症・黄色靭帯骨化症） 

患者会 

後縦靭帯骨化症 
黄色靭帯骨化症 

会川 守雄 
電話 

０９０－８７８６－９６９８ 

 

次のページの 

軽症高額参照 

 

※１ 登録者証とは難病にかかっていることの証明書です  詳細▶ 

医療費助成の指定難病医療費受給者証と一体的に申請できます 



３ 申請から承認までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定難病医療費受給者証を使用する 

・受診の際は医療保険証に添えて、受給者証を医療機関等に提出ください。 

・受給者証に記載された疾病の診療や調剤、看護等は自己負担が２割となります。※１割の方は１割のまま 

・患者さんの医療費負担は（表２）の自己負担上限額内です。 

※あらかじめ、都道府県の指定を受けた指定医療機関（病院、診療所、薬局）や訪問看護事業所で 

受診した（看護を受けた）場合に限ります。 

 

５ 申請内容の追加・変更について 

  申請内容に変更や追加がある場合は、保健所で手続きが必要です。 

 ・ 氏名    ・ 加入医療保険の資格情報 ・ 病名の変更、追加 

・ 住所   ・ 高額かつ長期 （ 右記を参照 ） 

※発行後の受給者証を紛失した場合等の再交付につきましては、 

電話及び Logo フォームでも対応しております。 

（表２）月 額 自 己 負 担 上 限 額 

階層区分 階層区分の基準 

患者負担割合：２割（既に１割の方は１割） 

自己負担上限額（ 外来+入院+薬代 ） 

一 般 
※ 高額かつ 

長期 

人工呼吸器等 

装着者 

生活保護 生活保護受給者 0 円 0 円 0 円 

低所得Ⅰ 市民税 

非課税 

(世帯) 

患者本人年収 

～８０万９千円以下 
2,500 円 

1,000 円 

低所得Ⅱ 
患者本人年収 

８０万９千円超 
5,000 円 

一般所得Ⅰ 
市民税 

課税以上７.１万円未満 
10,000 円 5,000 円 

一般所得Ⅱ 
市民税 

７.１万円以上２５.１万円未満 
20,000 円 10,000 円 

上位所得 
市民税 

２５.１万円以上 
30,000 円 20,000 円 

入院時の食事 全額自己負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 指定難病医療費受給者証の更新について ※自動延長されません 

  転入等の方を除き、受給者証の有効期間は～12 月 31日までです。受給者証の継続利用を希望される場合 

必ず有効期間内に更新の手続をしてください。更新申請の受付時期は、毎年 9月から 12月までとなっており 

ます。なお、更新に関するお知らせや必要書類等は、更新受付が始まる前（概ね 8月頃）に福島県から送付さえ 

れます。ただし、新規認定が 7月以降の方は受給者証の交付と合わせて更新の案内が送られる予定です。届かな 

い場合は保健所にご連絡ください。 

特定医療費療養費請求 

有効期間の開始日から受給者証が届くまでの間の

指定難病の医療費、お薬代を払い戻しする手続き

です。◎こちらは受給者証発行後のお手続きとなります。 

 

 

 

軽症高額 

◇ 医療費助成の対象となる方 ◇ 

申請月からさかのぼった 1 年間で、 

指定難病に関する医療費総額（10 割

分）が 33,330 円を超える月が３か月

以上ある方。 

※ 軽症高額で再申請した場合は、再申請日や

軽症高額の資料が揃った日等から有効期

間の開始日が決まります。 

審査の結果のお知らせは、次の ① ～ ③ のどれかです。 

①指定難病医療費受給者証の交付 ②不承認・軽症高額通知 ③不承認通知 

使い方は“４ 指定難病医療費受給者

証を使用する”をご覧ください。 

 

該当になる方は、特定医療費療養費

請求の手続きを行ってください。 

重症度を満たしておらず、医療

費助成の対象とはなりません

でした。しかし、軽症高額の条

件を満たせば、医療費助成の対

象となる可能性があり、再度申

請することができます。 

診断基準を満たしてお

らず、今回は医療費助成

の対象となりませんで

した。 

 

 ★ 県で書類の審査が行われます 

 

※個別の審査で４か月以上かかる場合もあります 

審査のポイントは２つ 

1 制度上の診断基準 

2 重症度 

保健所で書類を受理した日 

約
４
か
月 

 

高額かつ長期 

指定難病医療費受給者証を使用しても、高額な自己負担が長期間続いている方の負担を 

軽減するための特例です。申請月の翌月から、自己負担上限額が低くなります。（表２参照） 

 

◇対象となる方◇ 

高額かつ長期の申請月からさかのぼった１年間で、指定難病に関する医療費総額（10 割分）が

５万円を超える月が、６か月以上ある方。 

（表３）   Ｒ７               Ｒ８ 

 

例）申請月が R8.5 月の場合 

Ｒ7.6 月～R8.5 月（１年）の間に、医療費総額が 5 万円を超える月が 6 か月あるため、 

高額かつ長期の適用となる。申請月の翌月（R8.6 月）から自己負担上限額が低くなる。 

月 ６月　７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ４月 ５月

医療費総額が

５万円を超える月
〇 〇 〇 〇 〇 〇

算定できる期間
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6月から

高額かつ長期

限度額が適応

払い戻しできる金額は次のとおりです。 

・３割で支払った医療費の 1割分の金額 

・月額自己負担上限額以上支払った金額 
※高額療養費除く 

高額療養費の申請は加入医療保険の保険者にご確認ください。 申請月 

◎領収書の保管を 

お願いします。 

R8.6月～ 

助成開始時期遡りの制度の 

詳細はこちらをご確認ください 

【再交付の Logo フォームはこちらから】  


